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要　　旨

　本稿では，オスマン帝国史において「改革の時代」とされる19世紀前半における地方軍政官

の人事に着目し，オスマン帝国中央政府の地方社会に対する統治方針の一端について考察した。

考察対象の場所は現在のギリシア北部に存在していたヤンヤ県とし，考察対象の時期は18世紀

末よりヤンヤ県を中心に中央政府から半ば自立した勢力として広大な領域を支配したアルバニ

ア人豪族テペデレンリ・アリー・パシャの討伐が始まった1820年から，ヤンヤ県にタンズィマー

ト改革が導入され，ヤンヤ州が新たに設立された1846年前後までとした。当該時期に就任した

ヤンヤ県軍政官各自の履歴，選出・離任理由などについて考察した結果，ギリシア独立戦争や

アルバニア人豪族の統御などの問題に対処するため，1830年代前半まではアルバニア人豪族の

任用，有力政治家の親子2代にわたる長期の統治がみられ，「第二のテペデレンリ・アリー・パ

シャ」が出現する可能性があったことなどを指摘した。
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はじめに

　オスマン帝国史における19世紀前半は改革の時代と位置づけられている。そして，この時代

に行われた諸改革のなかでも地方社会に対する改革の発端といえるのが，徴税請負権・官職・大

土地経営などを権力基盤として帝国各地で割拠していたアーヤーン（â‘yân）たちに対する，マ

フムート2世期（1808～39年）における政策（以下，アーヤーン対策）である。ただし，1810

年代前半から行われていったアーヤーン対策は，武力討伐，財産没収や官職の剥奪などによる勢

力削減，そのまま存続させるなど様々であった 1）。マフムート2世期にはこのほかにも，イェニチェ

リ軍団廃止（1826年）後の軍事力の再編や人口調査（1830～31年）2）なども実施されて「中央集

権化政策」が進められたが，それらも帝国全土に一様に行われたわけではない 3）。さらに，その

後のタンズィマート期（1839～76年）にも，税制，行政，教育，司法など，広範囲にわたる「近

代化政策」が実施されていったものの，各地方社会に同じ政策が同時に実施されたわけではなかっ

た 4）。つまり，マフムート2世期やその後のタンズィマート期の諸改革も地域や年代ごとにその

内容が異なっていた。マフムート2世期やタンズィマート期の諸改革が各地方社会にどのような

影響があったのかという問題は，前後の時代との継続と変化の両面を考慮しながら多様な観点か

ら事例研究 5）を積み重ねて検討していく必要があるだろう。

　そこで本稿では，アーヤーン対策が行われた後の地方軍政官（県令，州総督）6）の人事に着目

する。地方統治の「かなめ」であった地方軍政官の人事の考察によって，その任地に対する中央

政府の方針が明らかになると思われるためである。

　考察対象の場所としては，現在のギリシア共和国北部に存在していたヤンヤYanya県（livâ あ

るいはsancak）とする。ヤンヤ（現ギリシア北部の ヨアニナΙωάννινα）が中心都市であったヤ

ンヤ県は，18世紀末より様々な権力基盤に依って中央政府から半ば自立した勢力として広大な

領域を支配し，この時代のアーヤーンたちのなかでも特に強大であった，アルバニア人Arnavut

のテペデレンリ・アリー・パシャ Tepedelenli ‘Ali Paşaの拠点であった。考察の時代範囲は，テ

ペデレンリ・アリー・パシャに対する武力討伐が始まり，彼と彼の一族による支配が実質的に解

体した1820年から，ヤンヤ県にタンズィマート改革が導入され，ヤンヤ州（eyâlet）が新たに成

立した1846年前後までとする。当該時期のヤンヤ県では，テペデレンリ・アリー・パシャの討

伐だけでなく，ギリシア系正教徒Rumの叛乱（ギリシア独立戦争（1821～29年））もあり，ヤン

ヤ県およびその周辺地域の治安をどのように確立し，どのように統治していくのかが中央政府の

課題であったといえる。なお，1820年以降のヤンヤ県は，テペデレンリ・アリー・パシャの討

伐に関する研究などで言及されるものの，これまで十分に考察されてきたと言い難い 7）。

　また，当該時期における地方軍政官の任免は，閣議（meclis-i vükelâ）や評議会（meclis-i şûrâ）8）

において審議された事例 9）や，君主の承認が必要であったことを踏まえると，中央政府にとって

重要事項であった。県令選出の際に重視された要素としては，「事情通（bilgili）」，「豊富な経験

（tecrübeli）」，「信用できる人格」，「任地の特徴」，「県の治安」，「前職での実績」，「臣民に対す

る態度」などが先行研究で挙げられている 10）。また，1839年以降のヒュダーベンディギャール
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Hüdavendigar（現ブルサBursa周辺）州を主な対象とした，州総督に関する論考では，タンズィ

マート期における州総督選出の際に重視された要素や要因は，「君主の見解」，「個人の資質」，「組

織（政府）への忠誠心（kurumsal milliyetçilik）」，「廷臣との関係」，「権力闘争の結果（左遷）」，「外

国人大使の影響力」，「現地の地方名士（eşraf）の影響力」とされている11）。筆者もヤンヤ県に隣

接したトゥルハラTırhala県の県令に関して，いずれも軍務経験を有し，地域情勢に精通してい

たことなどを指摘した12）。さらに，アーヤーン対策後の地方軍政官の選出では，彼らが土着（自

立）化しないように，地元出身者登用の回避，定期的な交代（任期の長期化の回避）などが考慮

されるようになった可能性があるが，そのような傾向は見出せるだろうか。また，中央政府が長

年にわたって首尾一貫した政策を地方社会に採っていたわけではなかったことも考慮すると，時

代ごとに地方軍政官の選出に際して重視される要素も変わっていったと考えられる。これらのこ

とがほかの州や県の地方軍政官の人事にも該当するかは事例研究を積み重ねて検証していく必要

があり，本稿をそのひとつと位置づけたい。

　また，本稿の考察は，ギリシア独立戦争がオスマン帝国の地方社会に与えた影響や，それぞれ

独自の軍事力を持っていたアルバニア人豪族（sergerd，ümerâ）が割拠していたヤンヤ県を含む

アルバニア地域Arnavutlukに対するオスマン帝国中央政府の政策を明らかにすることにも繋がっ

ていくだろう。

　以下では，地名や人名などの固有名詞はオスマン・トルコ語表記とする。日付については原則，

初出時のみ西暦／ヒジュラ暦のように記し，2回目以降は西暦のみとする。また，引用文中の［　］

内は筆者による補足である。

1．ヤンヤ県の概要とテペデレンリ・アリー・パシャの略歴

1.1　行政区分

　15世紀にオスマン帝国領となったヤンヤ県は，1820年ではバルカン半島の大部分を占めたル

メリRumeli州に属し，1831年時点でも同州を構成する15県のうちのひとつであった（次頁の図

参照）。一方で，1820年代後半よりヤンヤ県，デルヴィネDelvine県，アヴロンヤAvlonya県をひ

とまとめにした「3県（elvîye-i selâse）」という用語が，1832年頃からは「3県県令」という官職

が史料に記されるようになる13）。1837年以降は，「3県」にトゥルハラ県とセラーニキSelanik県

をあわせた「5県（elvîye-i hamse）総督」や「3県総督」という官職も史料に現れる14）。つまり，

ヤンヤ県，デルヴィネ県，アヴロンヤ県は，1830年代後半には実質的にルメリ州から独立した

ひとつの州のような状態であったと考えられる。その後，「3県」には1845年2月頃にタンズィマー

ト改革が導入され15），それからおよそ1年後にヤンヤ州が成立した16）。1846・47 ／ 1263年度の

『国家年鑑』によると，ヤンヤ州はヤンヤ県，ベラートBerat県（アヴロンヤ県が改称），エルギ

リErgiri県（デルヴィネ県が改称）によって構成されていた17）。なお，1832年にオスマン帝国と

新生ギリシア国家との国境線が画定したことにより，ヤンヤ県は国境地帯となった。
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図：1831年頃のバルカン側の行政区分

出典：Akbal 1951 所収の図をもとに作成。

1.2　人口・住民構成

　ヤンヤ県の人口に関する当該時期の統計史料はない。後年の数値として，4郡で構成されてい

た1877・78 ／ 1294年の人口は，10万2513人（男性のみ）・1万5270戸（emâkin）とされてい

る18）。8郡で構成されていた1881 ／ 82～1893年調査時の人口は21万4288人，内訳はムスリム4

万4280人，ギリシア系正教徒16万6353人，ユダヤ教徒3398人，外国人257人であった19）。1898

年時点では人口16万6691人，全6郡のうち，ヤンヤ・メチョヴァ Meçova・コニチェ Koniçe郡

の住民はムスリム・ギリシア系正教徒・ヴラヒUlah，他の3郡の全住民はアルバニア人で，その

大多数はムスリムだった20）。これらの数値から，19世紀前半のヤンヤ県の人口は10万人台，そ

の大多数はギリシア系正教徒であり21），さらにムスリムの殆んどはアルバニア人であったと推
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測される。また，ヤンヤ県はアルバニア人のなかでもトスク系が多い地域Toskalıkに含まれてい

た22）。

1.3　テペデレンリ・アリー・パシャの略歴23）

　テペデレンリ・アリー・パシャの生年は諸説あるが，1740年代前半と考えられる。出生地は，

デルヴィネ県内のテペデレンTepedelen（現アルバニア南部のテペレネTepelenë）とされている。

一族の出自はアナトリアからやってきたムスリムのようであるが，少なくとも彼の祖父や父親は

テペデレンの有力者であったので，テペデレンリ・アリー・パシャはアルバニア人とみなせるだ

ろう。1750年代に父親が殺されたことで一族は一時衰退するが，テペデレンリ・アリー・パシャ

は何人かのアルバニア人豪族の庇護を得ながら徐々に台頭し，1784年にはデルヴィネ県県令に

任命された。以降，ヤンヤ県24），トゥルハラ県，オフリOhri県の県令などを歴任し，1788年2

月15日／ 1202年ジュマーダー・アルウーラー月8日25）に2度目のヤンヤ県県令に任命されたテ

ペデレンリ・アリー・パシャは，1820年7月15日／ 1235年シャッワール月4日に解任26）される

まで，32年以上にわたってその地位を保持した。なお，2度目の任命時の位階は宰相位（vezîr，

vezâret）の下位にあたるミーリ・ミーラーン（mîr-i mîrân）位で，官職は主要街道警備部隊長

（derbendler başbuğu）であった27）。

　1788年以降もルメリ州総督など地方軍政官職を度々兼任しつつ，周辺のアルバニア人豪族な

どを倒しながら勢力を拡大させていった。同時に，官職を得るかわりに対外戦争や他のアーヤー

ンの討伐に私兵を派遣するなどして中央政府と一定の距離を保ちつつ，イギリス，フランス，ロ

シアなどとも独自の関係を築いた。息子たちも周辺地域の官職を獲得していった28）。だが，1810

年代後半にはテペデレンリ・アリー・パシャ家の勢力は中央政府には看過できなくなり，1820

年に武力討伐が始まった。テペデレンリ・アリー・パシャはヤンヤの邸宅に籠もり2年近くにわ

たって抵抗したが，1822年2月に殺された。息子たちも処刑された。なお，テペデレンリ・アリー・

パシャは，ヤンヤ，トゥルハラ，セラーニキ，マナストゥル Manastır 県で200以上もの大農地

（çiftlik）を所有していたとされる29）。

2．19世紀前半のヤンヤ県軍政官

　本章では，テペデレンリ・アリー・パシャ討伐以降のヤンヤ県軍政官各自の，A：在任期間，

B：出自・出身，C：任命時の位階，D：略歴・前職あるいは任命時の役職，E：兼任した役職，F：

補足事項を列挙する。

2.1　19世紀前半のヤンヤ県軍政官

①パショ・イスマイル・パシャ Paşo İsma‘il Paşa30）（以下，イスマイル・パシャ）

　A：1820年7月16日／ 1235年シャッワール月5日～1821年10月22日／ 1237年ムハッラム月

25日。B：ヤンヤの有力家系（Yanya vücûhu）出身，アルバニア人。C：宰相位に昇格して就任。
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D：元々はテペデレンリ・アリー・パシャの太刀持ち（silahtâr）であったが，彼の勘気を被った

後は彼の次男ヴェリー・パシャ Veli Paşaなどに仕えた。ヤンヤ県県令任命時にはイスタンブル

にいたと思われる。E：同時にデルヴィネ県県令にも任命された。

②フルシド・アフメト・パシャ Hurşid Ahmed Paşa 31）（以下，アフメト・パシャ）

　A：1821年10月22日～1822年1月19日／ 1237年ラビー・アッサーニー月25日。B：グルジ

ア人（Gürcü）。C：宰相位。D：元大宰相（任：1812～15年）。就任時はモラMora（ペロポネソ

ス半島）・ルメリ両州の総督，主要街道監督官（derbendât nâzırı），ヤンヤ方面軍司令官（Yanya 

cânibi ser‘askeri，テペデレンリ・アリー・パシャ討伐軍司令官）であり，ヤンヤの邸宅に立て籠

もるテペデレンリ・アリー・パシャを包囲していた。E：就任時の各役職を兼任した。

③ヴィリヨン・オメル・パシャ Viriyon ‘Ömer Paşa32）（以下，オメル・パシャ）

　A：1822年1月19日～1824年11月13日／ 1240年ラビー・アルアッワル月21日。B：アヴロン

ヤ県のトスク系アルバニア人の有力家系出身。C：宰相位に昇格して就任。D：18世紀末頃より

各地で実戦を経験。1810年にテペデレンリ・アリー・パシャの金庫番（hazînedâr）となった。

しかし，彼が包囲されると投降し，その後はギリシア系正教徒の叛乱の鎮圧に従事した。任命時

はアヴロンヤ県県令で，アフメト・パシャの配下にあった。E：後にデルヴィネ県も与えられた。

④メフメト・レシト・パシャ Mehmed Reşid Paşa33）（以下，レシト・パシャ）

　A：1824年11月13日～1829年4月23日／ 1244年シャッワール月18日。B：グルジア人。C：

宰相位。D：1820～30年代のオスマン帝国における最有力者コジャ・ヒュスレヴ・パシャ Koca 

Hüsrev Paşaの配下。アナトリア各地の軍政官やトゥルハラ県県令を務めた。ヤンヤ県県令任命

時にはヴィディンVidin州総督であったが，ヤンヤ県などでギリシア系正教徒の叛乱の鎮圧に従

事していた。E：ヤンヤ県県令とともにルメリ州総督，ルメリ方面軍司令官，デルヴィネ県県

令，主要街道監督官にも任命された。さらに，1826年5月12日／ 1241年シャッワール月4日に

はアヴロンヤ県県令，1828年1月31日／ 1243年ラジャブ月14日にはトゥルハラ，イネバフトゥ

İnebahtı，カルルイリKarlıili県も与えられた。F：1827年10月頃には息子のエミン・ベイ（後述

のエミン・パシャ）がヤンヤ県代官（Yanya mütesellimi）であった。

⑤マフムート・ハムディ・パシャ Mahmud Hamdi Paşa34）（以下，ハムディ・パシャ）

　A：1829年4月23日～1830年3月5日以前 35）。B：不明。C：宰相位に昇格して就任。D：ヤン

ヤ県県令などに任命された時はレシト・パシャの部下で，トゥルハラ県県令であった。E：アヴ

ロンヤ・デルヴィネ両県の県令を兼任。F：1829・30 ／ 1245年にルメリ州総督・主要街道監督官・

トゥルハラ県県令であった元大宰相セリム・メフメト・パシャ Selim Mehmed Paşaが，ヤンヤ・

デルヴィネ・アヴロンヤ各県の県令を兼任したとする史料もある36）。他方，「［任地を離れること

になったレシト・パシャは］ヤンヤとアヴロンヤ両県の役職を保持し，息子のエミン・ベイをミー
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リ・ミーラーン位で代理（kâ’im-makâm）として残しつつ，［元大宰相の故］ベンデルリ・アリー・

パシャ Benderli Ali Paşaの太刀持ち［であった］トゥルハラ県県令マフムート［・ハムディ］・パシャ

に3県を宰相位で与えて…後略」と記す史料もある37）。

⑥レシト・パシャ（2度目）38）

　A：1830年3月5日～1833年1月14日／ 1248年シャーバーン月22日。B：④と同じ。C：宰相

位。D：大宰相。E：少なくとも1832年3月7日／ 1247年シャッワール月4日時点で最高司令官

（serdâr-ı ekrem，大宰相の別称）とされ，ルメリ州総督，デルヴィネ，アヴロンヤ，ドゥカキン

Dukakin，カルルイリ各県の県令も兼任。F：1830年6月21日／ 1245年ズー・アルヒッジャ月29

日にヤンヤ，デルヴィネ，アヴロンヤ各県の県令代理に息子のエミン・パシャが任命された。

⑦エミン・パシャ Emin Paşa39）

　A：1833年1月14日～同年9月20日／ 1249年ジュマーダー・アルウーラー月5日。B：レシト・

パシャの息子（グルジア人？）。C：宰相位。D：ヤンヤ県県令任命時はルメリ州総督代理。E：

アヴロンヤ・デルヴィネ両県の県令も兼任した。

⑧ハムディ・パシャ（2度目）40）

　A：1833年9月下旬～1836年10月8日／ 1252年ジュマーダー・アルアーヒラ月26日。B：⑤

と同じ。C：宰相位。D：前職はボスナBosna（ボスニア）州総督。E：就任時にアヴロンヤ・デ

ルヴィネ両県の県令も兼任。1835年1月頃には主要街道監督官，同年2月にはルメリ州総督も兼

任。F：在任中の1836年10月7日／ 1252年ジュマーダー・アルアーヒラ月25日に死去。

⑨エミン・パシャ（2度目）41）

　A：1836年10月8日以降～1837年4月6日／ 1252年ズー・アルヒッジャ月29日。B・C：とも

に⑦と同じ。D：任命時はトゥルハラ県県令。E：トゥルハラ県県令職は保持，アヴロンヤ・デルヴィ

ネ両県の県令も兼任した。

⑩ムスタファ・ヌーリー・パシャ Mustafa Nuri Paşa42）（以下，ヌーリー・パシャ）

　A：1837年4月6日～1840年5月16日／ 1256年ラビー・アルアッワル月14日。B：幼少期はイ

スタンブルのアジア側で育った。C：宰相位。D：10代で宮廷入りし，私設秘書（sırkâtib）とし

てマフムート2世に長年（1823～32年）にわたって仕えた。しかし，エジプトへの対応においてヒュ

スレヴ・パシャの意見に反対したため，トゥルハラ県県令に「左遷」となった。ヤンヤ県県令な

どに任命された時はチルメンÇirmen（エディルネEdirne）州総督であったが，イスタンブルに

滞在していた。E：「5県総督（elvîye-i hamse müşirliği）」として，ヤンヤ県のほかにもアヴロンヤ，

デルヴィネ，トゥルハラ，セラーニキ県の県令を兼任した43）。
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⑪ミールザー・サイード・パシャ Mirza Sa‘id Paşa44）（以下，サイード・パシャ）

　A：1840年5月16日～同年11月24日／ 1256年ラマダーン月29日。B：タタール人（Tatar）。

C：宰相位。D：軍人としてキャリアを積んだ後，バルカン側のシリストレSilistre州総督やニ

シュ Niş県県令を務めた。ヤンヤ県県令就任前はルメリ州総督であった。E：「3県総督（elvîye-i 

selâse müşîri）」として，アヴロンヤとデルヴィネ両県の県令も兼任。

⑫オスマン・ヌーリー・パシャ ‘Osman Nuri Paşa45）（以下，オスマン・パシャ）

　A：1840年11月24日～1844年2月26日／ 1260年サファル月6日頃。B：不明。C：宰相位。D：

鉱山監督官（ma‘adin emini）であった時，エジプト軍迎撃軍に兵を引き連れて従軍した。その後，

アナトリア中部のカイセリKayseriyye県県令，ニシュ守備隊長，イスケンデリイェ İskenderiye

県県令，アナトリア東部のエルズルムErzurum州総督などを歴任。ヤンヤ県県令就任前はエディ

ルネ州総督であった。E：「3県総督」として，アヴロンヤとデルヴィネ両県の県令も兼任。

⑬ヒュスレヴ・パシャ Hüsrev Paşa46）

　A：1844年2月26日頃～1845年9月30日。B：サマコSamako（現ブルガリア西部のСамоков）

出身。C：宰相位。D：正規軍（‘Asâkir-i Şâhâne）に入隊後，サマコ長官，ソフィアSofya守備隊長，

ニシュ守備隊長，ベオグラードBelgrad守備隊長，ボスナ州総督などを歴任。ヤンヤ県県令就任

前はエディルネ州総督であった。E：「3県県令」として，アヴロンヤとデルヴィネ両県の県令も

兼任 47）。F：1845年3月頃にはヤンヤ県でもタンズィマート改革が導入された。

⑭メフメト・ジヤ・パシャ Mehmed Ziya Paşa48）（以下，ジヤ・パシャ）

　A：1845年9月30日～1846年3月上旬／ 1261年ラビー・アルアッワル月16日頃。B：墓

守（mezarcı）の息子。出身地は不明。C：ミーリ・ミーラーン位。D：軍に入隊後，ヴァルナ

Varna砦守備隊長などを経て中将（ferîk）まで昇進した。バルカン側のフィリベ県県令（Filibe 

Kaymakamı）を経て，ヤンヤ県県令就任前はルメリ州総督であった49）。E：「3県県令」として，

アヴロンヤとデルヴィネ両県の県令も兼任 50）。F：離任前後にヤンヤ州が成立した。

2.2　19世紀前半のヤンヤ県軍政官の特徴

　本節では前節のヤンヤ県軍政官の各項目に関して，18世紀後半の事例やテペデレンリ・アリー・

パシャと比較しつつ，その特徴を考察する。

　まず在任期間に関しては，1820年7月16日から1846年3月上旬までの間に延べ14人が就任し

た。特に，2度就任したレシト・パシャは延べ約8年3カ月もヤンヤ県県令職を保持した。さらに，

1度目と2度目の間に1年弱の間隔があるが，その期間も彼の息子エミン・パシャがヤンヤ県の

統治に関与していた可能性があるので51），少なくともレシト・パシャが最初に就任した1824年

11月からエミン・パシャが1度目の解任をされた1833年9月まで52）は，レシト・パシャと彼の息

子エミン・パシャがヤンヤ県およびその周辺地域の統治を担った「レシト・パシャ家の時代」と
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みなせるだろう。

　出自に関しては，アルバニア人2人，グルジア人2人，イスタンブルで育った者・タタール人・

ブルガリア出身各1人，その他の者は不明であり，極端な偏りはみられない。ただし，1820年代

前半は，アフメト・パシャを間に挟みつつも，テペデレンリ・アリー・パシャと同じ，地元ある

いは近隣の有力家系出身のアルバニア人が続けて県令に就任した53）。

　位階については，ジヤ・パシャ以外は全員宰相位で就任している。彼のみ宰相位より下位のミー

リ・ミーラーン位で就任したが，後にその位階が離職の要因とされた54）。18世紀後半にはミーリ・

ミーラーン位での就任者が2割近くを占めたこと55）や，テペデレンリ・アリー・パシャはヤンヤ

県県令の任期中にミーリ・ミーラーン位から宰相位に昇格したこと56）を踏まえると，ヤンヤ県は

19世紀前半には宰相位の者が統治すべき県として重要性が増していたと考えられる。

　就任前あるいは任命時の役職については，テペデレンリ・アリー・パシャが1度目の任命時は

デルヴィネ県令，2度目に任命される前はトゥルハラ県県令であった57）のと同様に，1820年以降

の就任者全員もバルカン側での役職を務めていた58）。このような傾向の要因のひとつとして，遅

くとも18世紀末には地方軍政官の異動に伴う臣民への負担が懸念されていたことが関係してい

ると思われる59）。

　兼職については，ヤンヤ県県令単独で任命された者はおらず，全員がほかの役職を兼任した。

ヤンヤ・デルヴィネ・アヴロンヤ3県についてみた場合，イスマイル・パシャからレシト・パシャ

までの様々な就任パターンを経て，ハムディ・パシャの最初の就任時にはじめて3県の県令に同

時に任命されるようになった。また，3県の県令以外の役職の兼任は，レシト・パシャ（2度とも），

ハムディ・パシャ（2度目），エミン・パシャ（2度目），ヌーリー・パシャでみられた。特にレシト・

パシャは，2度ともテペデレンリ・アリー・パシャの支配領域に匹敵するような多くの地方行政

官職を兼任した。このような兼職の傾向は，行政区分の再編過程，有能な者に多大な権限を与え

て広範囲の地域の安定的な統治をめざしたなどの理由が考えられるが，結論は今後の課題とした

い。

3．選出理由

　本章では各人の選出理由について，離任理由にも言及しながら検討する。なお，テペデレンリ・

アリー・パシャが2度目のヤンヤ県県令に任命された日付の記録がある史料では，選出理由は記

されていない。

　イスマイル・パシャがヤンヤ・デルヴィネ両県の県令に任命された理由は，「…ヤンヤ周辺の

情勢に詳しいほか，中央政府の意向に忠実に奉仕していること…後略」60）と官撰年代記では記さ

れている。一方，別の官撰年代記では「…イスタンブル滞在時に［政府高官に］金銭をばらまき

（bol bol doğrayub），短期間でのテペデレンリ・アリー・パシャの排除を約束して…後略」61）とも

されており，イスマイル・パシャからも積極的に県令職を得ようと画策していたことがうかがえる。

　アフメト・パシャは，イスマイル・パシャの解任にあたって，後任の適任者が見つかるまで自
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らにヤンヤ県県令職が授与されることを中央政府に上奏し，了承された62）。つまり，アフメト・

パシャは，イスマイル・パシャの後任が見つかるまでの「繋ぎ」としてヤンヤ県県令を兼任した

といえる。　

　オメル・パシャの任命に関して，「…前述の総督［アフメト・パシャ］の部下であり，永遠な

る中央政府に忠実に奉仕し，特にヤンヤ［県］での業務に尽力している，際立って勇敢な（şecâ-

‘at-irtisâm）ミーリ・ミーラーン位のひとりオメル・パシャ…後略」63）と官撰年代記には記されて

いる。「際立って勇敢な」とされていることから，彼の実戦経験が重視されたと思われる。この

背景として，イスマイル・パシャの解任理由はヤンヤ県でギリシア系正教徒の叛乱を起こさせて

しまったためとされているので64），彼の後任には叛乱を鎮圧できる能力が必要とされたのだろう。

また，アフメト・パシャが「ヤンヤ県は生粋のアルバニア人のひとりに（Arnavut asıllı birine）

与えられることが必要である」65）と中央政府に上奏していたことも，オメル・パシャが任命され

た要因のひとつといえる。つまり，アルバニア人豪族として，現地の情勢に詳しく，影響力があ

るとみなされていたと推測される。しかし，彼は1823～24年にかけて，メソロンギMesolong攻

囲戦や他の軍事行動において遅延や不参加などの態度をみせた66）。彼の解任理由について官撰年

代記では，「聖なる任務に適切に従事にすることに失敗した」67）と記すのみであるが，彼の非協力

的な態度が解任に繋がったと考えられる。

　レシト・パシャは，アルバニア人兵および豪族の統率に功績があったことから有能な人物と

して中央政府で認識されていた68）。また，アルバニア地域に関する彼の知識も任命理由のひと

つとされる69）。さらに，彼が大宰相に任命（1829年1月）された経緯に関する官撰年代記の記

述のなかで，「…レシト・パシャは，かねてよりアルバニア地域を私物化しているようであり

（benimsemiş），テペデレンリ［・アリー・パシャ］のやり方を踏襲し，台頭（teferrüd）する意

図がみられるという憶測やヒュスニー・ベイHüsnî Beyの中傷（si‘ayet）によって，［レシト・パシャ

のそのような噂は］陛下の知るところとなり，［レシト・パシャの］辞任が繰り返し発想（tasavvur）

されたが，反乱のおそれとコジャ・ヒュスレヴ・パシャとの結びつき（istishâb）により，［レシ

ト・パシャの解任は］猶予（müsâmaha）された…後略」70）とある。これがいつの出来事かは正確

には不明だが，コジャ・ヒュスレヴ・パシャが陸軍長官（Ser‘asker）に任命されたのが1827年5

月1日であり71），ヒュスニー・ベイは1828年11月9日～12月8日／ 1244年ジュマーダー・アルウー

ラー月に死去したので 72），1827年5月～28年11月の間のことと思われる。つまり，レシト・パシャ

がヤンヤ県県令などに就任した1824年11月から少なくとも2年半が経過した頃から，中央政府

ではレシト・パシャの「アーヤーン化」への懸念が現れたが，陸軍長官として帝国随一の実力者

であり，彼の庇護者でもあったコジャ・ヒュスレヴ・パシャが留任を支持したのである。

　ハムディ・パシャの最初の任命に関する史料73）では任命理由は記されていない。ただし，レシ

ト・パシャが大宰相に任命されてロシア軍との戦線に赴くことになった時，ハムディ・パシャが

彼の部下であったことや，任命時はトゥルハラ県県令であったために移動も容易でヤンヤ県の情

勢をよく知る地位にあったことが，彼が選ばれた主な要因と考えられる。

　レシト・パシャの2度目の就任の背景として，上記のように彼がロシア軍との戦線であった
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ドナウ川上流方面に赴きアルバニア地域を離れると，アルバニア人豪族たちの不穏な動きが現

れ74），アルバニア北部などは混乱状態に陥った（イシュコドラ İşkodra騒乱75））。このため，再度

レシト・パシャにアルバニア地域の治安回復の任が命じられた76）。

　エミン・パシャが任命された直接の要因は，彼の父親レシト・パシャがエジプト軍とのコンヤ

Konyaの戦い（1832年12月21日）で敗れて捕虜となってしまい，大宰相など全役職を解任され

たためである。また，エミン・パシャは既述のように遅くとも1827年以降，父親の代理として

ヤンヤ県などの代官を務めた経験があり，ヤンヤ県周辺地域の情勢に知悉していると認識されて

いたと思われる。また，彼は匪賊の討伐（1831年夏頃）や，1832年2～4月頃にはイスタンブル

で軍事教練を受けたこともあり77），軍務経験もあった。

　ハムディ・パシャの2度目の任命理由については，失政やコジャ・ヒュスレヴ・パシャの憤

慨 78）によるエミン・パシャの解任や処分が評議会において協議された際，「…以前に前述の諸県［3

県］の県令であったことや，聡明な（dirâyetli）人物として穏健なやり方で職務の実行に尽力す

るであろうから…中略…，ハムディ・パシャはほかの者たちよりも好ましい…後略」79）という評

価や，「…その［ヤンヤ・デルヴィネ・アヴロンヤ3県の］周辺の統治に詳しい宰相の任命が必

要であった。そして，以前にボスナ州［総督職］を辞し，現在ルメリ方面にいるハムディ・パシャ

殿は穏健（i‘tidâl）で威厳ある（mekânet）人物であり，以前に前述の諸県の役職にあり，統治に

成功した経験があることから…後略」80）と官報にあるように，彼が以前にヤンヤ県などを統治し

た経験やその性格が重視されたためと考えられる。また，ボスナ州総督に任命される際，「…そ

こ［ボスナ］でもみられた騒乱の兆候を鎮圧するため，勇敢なる宰相たち（şüc‘ân-ı vüzerâdan）

の［ひとり］ハムディ・パシャ…後略」81）と官撰年代記にあるので，彼の軍事的能力も評価され

ていたと思われる。

　エミン・パシャの2度目の就任については，ハムディ・パシャが在任中に死去してしまったこ

とから，ヤンヤ県に隣接するトゥルハラ県の県令であった彼が急遽，ヤンヤ・デルヴィネ・アヴ

ロンヤ3県の県令も兼任したと思われる。離任理由は不明であるが，離任後に就任したエディル

ネ州総督の次に就いたトゥルハラ・セラーニキ両県の県令職も「…タンズィマート［改革］に関

して不適当な行動はみられないとしても，位階に不適切な幾つかの不法行為に耽っているので，

役職の業務に適切とはみられないことから…後略」として1840年7月に解任されているので 82），

1度目の解任の要因も考慮すると，彼は統治能力に疑問があったかもしれない。

　ヌーリー・パシャの任命に関して官報では，「…以前にルメリから…中略…イスタンブルに来

て，沿岸の邸宅で休息している予備役のエディルネ州総督（redîf eyâlet-i Edirne müşiri）ヌーリー・

パシャ閣下は，教養（terbiyet）があり，生来の愛国心（hamiyet）や知性（fetânet）によって，

以前にトゥルハラ県県令として臣民の庇護や周辺地域の統治に成功したことは陛下の知るところ

となり…後略」83）とある。また，彼の任命に関する報告（takrir，日付不明）の写しでは，「ヌーリー・

パシャ殿の場合，…中略…統治の業務やその地［3県］や臣民の秩序・治安維持に関して素晴ら

しい熟慮（sülûk）や行動，そしてその地に詳しいほかにも，兵士の統制 84）にもまた精通してい

ることで…後略」85）とも記されている。つまり，彼の資質に加えて，それまでの統治の実績や軍
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務経験も考慮されたと思われる。なお，離任理由は陸軍長官に任命されたためであるが，その直

前の1840年4月には当時大宰相であったコジャ・ヒュスレヴ・パシャから金銭を要求され，ヌー

リー・パシャは12万5000クルシュを支払っている86）。この金銭の授受がヌーリー・パシャの陸

軍長官就任にどの程度の影響を与えたかは不明であるが，影響が全くなかったとは思われないの

で87），ここでもコジャ・ヒュスレヴ・パシャの人事への影響力がうかがえる。

　サイード・パシャの任命に関して史料では，「ルメリ州を任されていたミールザー・サイード・

パシャは，有能であり，勇敢（cerî ve cesûr）であること，そして，以前よりアルバニアの情勢

に詳しく，現在もまたその周辺にいることから，前述の諸県［の県令職］は既述のサイード・パ

シャに任命された」88）と記されていることから，彼の資質や周辺地域の情勢に詳しいこと，任命

時の在所も近くであったことが任命された要因といえる。離任理由は不明である。

　オスマン・パシャに関しては，現時点では彼の任命理由を記した史料を見出せていない。ただ

し，その手掛かりとして，1830年代半ばにアルバニア北部のイスケンデリイェ県県令およびプ

リズレンPrizren・ドゥカキン両県の徴税官（muhassıllık）を務めた経歴 89），エディルネ州総督に

任命される際に地方統治の豊富な経験が評価されていた90）ことが考慮されたと考えられる。オス

マン・パシャの離任に関しては，エディルネ州総督であったヒュスレヴ・パシャとの「任地の交

換（becâyiş）」91）と記されているのみである。

　ヒュスレヴ・パシャについても，明確な任命理由は不明である。ただし，バルカンの様々な場

所での軍務経験や州の統治経験があることや，有能な忠臣としてみられていたこと 92）は考慮され

たと思われる。ヒュスレヴ・パシャも離任理由は不明である。

　ジヤ・パシャは，「…［「3県」の総督は］熟練（kârgüzâr）で如才ない（dirâyetkâr）者が任命

されることが必要で，汝，すなわち前述の［ジヤ・］パシャは上記の資質で公正さは明白であり，

素晴らしい奉仕や誠実さが表れることは明確であるから…後略」93）と史料では記されており，彼

の資質が考慮されたといえる。離任理由については，「有用な臣僕（işe yarar bendegân）のひと

りであるとしても，上述の州（ヤンヤ州）はまた広大な（vüsa‘tlı）諸州のひとつとしてかねてよ

り宰相が統治していたことから，宰相のひとりに委ねることが必要…」94）とされている。つまり，

統治能力よりもヤンヤ州の「格」が重視されたといえる。

　以上をまとめると，サイード・パシャまではヤンヤ県やその周辺地域の情勢に詳しいことが

任命に際して重視されていたことがうかがえる。一方，他の県や州では，任地に関する知識が

ない者が県令や総督として就任することが度々あった。例えば，1833年6月24日／ 1249年サ

ファル月5日にボスナ州総督に任命されたダーヴド・パシャ Dâvud Paşaはそれまではバグダード

Bağdad州周辺でキャリアを積んできた事例 95），ディラーヴェル・パシャ Dilâver Paşaがルメリ州

総督職を解任された理由はルメリ州周辺の知識がなかったためという事例 96）などがあった。トゥ

ルハラ県についても，マフムート2世の私設秘書であったヌーリー・パシャの県令就任（1832年

5月）97），財務大臣を務めていたムーサー・サフヴェティ・パシャ Musa Safvetî Paşaの県令就任（1845

年10月頃）98）のように，中央政府の要職を務めた者の「左遷先」となる場合があった。しかし，

ヤンヤ県の軍政官にはそのような人事はなかった。中央の要職からの「左遷」のような人事もな
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かったことからは，ヤンヤ県軍政官は地方統治の経験も必要とされていたと推測される。そして，

オメル・パシャ以降の就任者には軍務経験も求められた。さらに，任命時にいた場所や個人の資

質も考慮される場合や，金銭のやり取りも行われたり，コジャ・ヒュスレヴ・パシャが人事に影

響力を及ぼすこともあった。任期については，「任期満了による交代」というような事例がなかっ

たため，不明である。

おわりに

　本稿では，30年以上にわたってヤンヤ県および周辺地域を支配したテペデレンリ・アリー・

パシャが県令職を解任された1820年からヤンヤ州が成立した1846年頃までの，ヤンヤ県の地方

軍政官の人事について考察した。以下では，その考察結果を整理しつつ，19世紀前半における

ヤンヤ県およびその周辺地域に対するオスマン帝国中央政府の政策についてまとめてみたい。

　テペデレンリ・アリー・パシャが解任された1820年以降のヤンヤ県県令の選出の際に考慮さ

れた条件としては，現地の情勢に詳しいことが最重視され，さらに宰相位であり，軍務や地方統

治の経験を持ち，バルカン側に滞在していることであった。これらのことから，中央政府はヤン

ヤ県の統治者の人選に相当の注意を払っていたと推測できる。また，個人の気質が配慮される場

合もあった。ただし，金銭や中央政府高官個人（コジャ・ヒュスレヴ・パシャ）の意向も影響し

た事例があることから，ヤンヤ県県令の任免は上記の個人の属性や立場だけが考慮されたわけで

はなく，様々な「慣習的な」要素も絡んでいたといえる。

　人事傾向をまとめると，1820年代半ばまでは「臨時の」アフメト・パシャを間に挟みつつも，

テペデレンリ・アリー・パシャと同じ，地元出身のアルバニア人豪族が2人続けて任用された。

これはつまり，「ヤンヤ県県令のアルバニア人豪族が入れ替わっただけ」ともいえる。しかし，

アルバニア人豪族（オメル・パシャ）の統制は難しく，彼の後任には地元出身ではないが，地域

情勢に詳しく有能とみなされていたレシト・パシャが任命された。そのレシト・パシャには多く

の地方軍政官職が与えられ，さらに彼と彼の息子による10年近くにわたる統治が続いた。以上

のことから，テペデレンリ・アリー・パシャの解任後，彼のような強大なアーヤーンを台頭させ

ないための人事が直ちに行われたわけではなく，少なくとも1830年代前半までは，一部の中央

政府高官の懸念があったにもかかわらず，ヤンヤ県県令が当地で権力基盤を築いて自立するよう

な，「第二のテペデレンリ・アリー・パシャ」が出現する可能性があった。この背景として，ヤ

ンヤ県およびその周辺では1820年代から30年代にかけて，ギリシア系正教徒の叛乱，アルバニ

ア人豪族の統御などの問題があったため，中央政府にとっては地域社会の安定（治安維持）が最

優先事項であり，そのためには県令の任用に関する方針も，現地の状況に応じたものとならざる

をえなかったと考えられる。つまり，アーヤーン対策後の地方軍政官の人事が必ずしも当初から

中央集権化に基づいて行われたわけではなかったといえる。

　しかし，1840年代前半よりこれらの人事傾向は変容していった。選出の要素として，1840年

代前半までは現地の情勢に詳しいことが最重要視されていたが，それ以降は地方統治の経験や個
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人の資質の重要性が増した。また，サイード・パシャ以降，3県の県令や総督職以外の官職を兼

任することもなくなった。1840年代前半頃よりヤンヤ県を統治する地方軍政官は徐々に他の県

令や州総督と「均一化」していったと考えられる。実際，1840年代後半には「左遷」のような

人事や前職がアナトリア側であった者の任命もみられるようになる 99）。つまり，ヤンヤ県および

デルヴィネ・アヴロンヤ両県は，1840年にタンズィマート改革の施行範囲に入らなかったとし

ても，その影響は確実にあったといえるだろう。
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